
磐祉こ第 393 号

令和６年１月 19 日

磐田市こども部こども未来課 

課長 佐原 直美 

就学に伴う児童通所サービス切り替えのご案内 

 お子様の就学に伴い、就学後も児童通所サービスを利用する場合は、現在利用されている「児童

発達支援」から、就学児が利用対象の「放課後等デイサービス」にサービスを切り替える手続きが

必要になります。 

 放課後等デイサービスのご利用を希望される方は、同封の申請書等に必要事項を記入のうえ、期

日までに下記の方法により提出をお願いいたします。 

記

１ 提出書類 ①障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書（様式第１号）

       （黄緑色の申請書） ＊記入例を参考に記入してください 

       ②就学児サポート調査・給付決定時調査 調査票 ※説明は裏面を参照 

２ 提出方法 ①、②に記入し持参又は郵送 

※誕生月が２月、３月のお子様は、更新手続きも必要です。（対象の方は更新書類

を同封しています） 

       ※誕生月が４月のお子様は、就学切り替え後の令和６年４月３０日が有効期限と

なるため改めて受給者証更新手続きが必要です。（更新書類は改めて発送します） 

３ 提出先  ＜持参の場合＞ 

       こども未来課発達相談グループ（iプラザ3階） 

       ＜郵送の場合＞ 

〒438-0077 磐田市国府台57-7 こども未来課発達相談グループ  

４ 提出期限 令和６年３月４日（月） 

５ その他  ・兄弟（無償化対象児を除く）で障害児通所サービスを利用又は、複数事業所を利

用される場合は、「利用者負担上限額管理事務依頼（変更）届出書」の提出が必

要になりますので事業所に必要事項を記入してもらい併せてご提出ください。 

・サービスの切り替えには新しい利用計画書が必要になりますので、受給者証へ

記載されている相談支援事業所へ計画の作成を依頼してください。 

       ・サービスを終了する場合は、こども未来課と相談支援事業所へ連絡してください。 

問い合わせ先

こども未来課発達相談ループ

担当：瀧本・南・榛葉

電話 ０５３８－３７－２７６１










